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認可申請書類について 
更新の申請に必要な書類

についてです。 

■ 申請書類について 

〇：正副２部必要（副はコピーで可）●：１部必要 

 更新に必要な書類については、更新の種類により提出書類が違います。更新の書類作

成の際には、次のページからの書き方を参考に作成しましょう。 

書類名 

① 認可申請書 

② 建築協定書 

③ 趣意書 

④ 協定事項 

⑤ 代表者証明書 

⑥ 位置図 

⑦ 区域図 

⑧ 権利別合意権者数 

⑨ 権利者一覧表 

⑩ 合意書 

⑫ 登記事項要約書 

  又は登記事項証明書 

⑬（法人所有の区画のみ）  

  代表者事項証明書 

⑭（実印を用いる区画のみ） 

  印鑑登録証明書 

手動更新 
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⑪ 更新報告書  ● ● 
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様式第８号 (第 10条関係 ) 

建 築 協 定 認 可 （ 変 更 ・ 廃 止 ） 申 請 書   

  年   月   日  
 神戸市長  宛     

申請代表者住所神戸市○区○○町○番地○ 
 

申 請 者氏名  ○○  ○○   

  

建 築 基 準 法  
第70条第１項（第74条第１項，第76条第１項） 
第76条の３第２項（第74条第１項，第76条第１項） の 規 定 に よ り 次 の と お り  

建 築 協 定 の 認 可 （ 変 更 の 認 可 ・ 廃 止 の 認 可 ） を 申 請 し ま す 。  

 １  申 請 代 表 者 (申 請 者 )の 住
所 ， 氏 名 (法 人 に あ っ て は ，
名称及び代表者名 )等  

神戸市○区○○町○番地○  
神戸  太郎  

(電話番号  078― ×××― ××××) 
２  代 理人の 住所 ，氏 名 (法人
にあっては ，名称 及び 代表者
名 )等  

 
 (電話番号    ―   ―    ) 

３  
建 築
協 定
区 域
の 位
置 等  

 
所 在 及 び 地 番     神戸市○区○○町○番地○  他  

面 積     ○，○○○ .○○㎡  

用 途 地 域   ○○○○○○地域  防 火 地 域  準防火地域  

高 度 地 区   第○種高度地区  そ の 他  
宅 地 造 成 工 事 規
制区域、  
○○地区計画  

４  
建 築
協 定
区 域
隣 接
地 の
位 置
等  

 
所 在 及 び 地 番  

   神戸市○区○○町○番地○  他  

面 積     ○，○○○ .○○㎡  

用 途 地 域   ○○○○○○地域  防 火 地 域  準防火地域  

高 度 地 区   第○種高度地区  そ の 他  
宅 地 造 成 工 事 規
制区域、  
○○地区計画  

５  
建 築
協 定
区 域
の 環
境  

区 域 内 の 環 境  （例 ）計画的に配置された良好な一戸建て住宅地  

区域の周囲の環 境  
（例 ）周囲は自然に囲まれ・・・  

整備された環境で・・・  

６  
協 定
事 項
の 概
要  

建築物の  敷地・位置・構造・用途  
形態・意匠・建築設備  

に関する基準  

1.建築 物の用 途は専用 住 宅とする。  2 .建 築 物の高 さは10ｍ以 下とする。  3 .地盤面
の高さを変更してはならない。・・・・・  

７  有  効  期  間   神戸市長の認可のあった日から起算して○年間  

８  違 反 が あ っ た 場
合の措置  

（例 ）工事の停止、又は違反行為の是正を書類で請求できる。  
違反行為の是正の請求に従わない場合、裁判所に提訴できる。  

 
９   土 地 の 所 有
者等の人数  

 
土地の所有者  
 

建築物 の所 有を 目
的とす る借 地権 を
有する者  

建 築 基 準 法 第 77 条 の
規 定 に よ り 土 地 の 所
有 者 等 と み な さ れ る
建築物の借主  

合  
計  

50人  3人  1人  54人  

※    処 理 欄  ※  条 件  

                  

                

※
受
付

欄 

年    月    日    
※
認
可

欄 

年    月    日    

第              号   第           号   

 係 員 氏 名   係 員 氏名  

 備考  
  １  ※の欄は，記入しないでください。  
  ２  ２の欄は，代理人が建築士の場合は，登録番号も記入してください。  
  ３  ４の欄は，建築協定区域隣接地を定める場合に記入してください。  
  ４  ６の欄は，できるだけ具体的に記入してください。  

記入しない⇒  

（代理者がいる場合のみ記入）  

❶ 

❻ 

❸ 

❹ 

❺ 

❷ 

❾ 

❼ 

 
❽ 
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❶不要な文言は二重線で見え消ししてください。 
第70条第１項  新規の場合、有効期限を迎えて更新する場合  
第76条の３第２項  一人協定により申請する場合  
第74条第１項  協定の内容（建築協定区域、建築物に関する基準、

有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協
定区域隣接地）を途中で変更をする場合  

第76条第１項  協定の廃止をする場合  
❷代表地番＋他と記入してください。 
❸建築協定区域面積（合意された所有者等の敷地面積の合計）を記入してください。 
❹神戸市の HP「神戸市情報マップ」（都市計画情報）で調べることができます。分から
ない場合は市にお問合せください。 
URL: https://www2.wagmap.jp /kobecity/Portal / 

 
❺隣接地がある場合のみ、上と同じ要領で記入してください。 
❻協定で定めている「建築物に関する基準」以外のものは二重線で見え消ししてください。 
❼建築物に関する基準を全て要約して記入してください。 
書ききれない場合は、欄の高さを調整したり、文字を小さくしてください。 

❽要約して記入してください。 
❾様式「権利別合権者数」に記入した表の人数と一致させてください。人数は合意され
た人数であり、合意された区画の数ではありませんのでご注意ください。 
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（建築協定書モデル案） 

 

○○○○建築協定書  

 (目的 ) 

第 1条  本協定は ，建 築基準 法 （昭和 25年法 律第 201号 ）及び神 戸市 民の住 環 境等をま もり

そだてる条例（平成６年３月条例第 51号）に基づき，本協定第５条に定める区域（以下

｢建 築 協 定 区 域 ｣と い う 。） に お け る 建 築 物 の 敷 地 ， 位 置 ， 構 造 ， 用 途 ， 形 態 ， 意 匠 及 び

建築設備に関する基準について協定し，住宅地としての環境を高度に維持し，かつ増進

することを目的とする。  

（名称）  

第 2条  この協定は「○○○○建築協定」と称する。  

（定義）  

第 3条  この協定 におけ る用語 の定義は ，建築 基準法 及び建築 基準法 施行令 (昭和 25年 政令

第 338号）に定めるところによる。  

（協定の締結）  

第 4条  こ の 協 定 は ， 次 条 に 定 め る 建 築 協 定 区 域 内 の 土 地 の 所 有 者 並 び に 建 築 物 の 所 有 を

目 的 と す る 地 上 権 者 及 び 賃 借 権 者 （ 以 下 単 に 「 土 地 の 所 有 者 等 」 と い う 。） 全 員 の 合 意

により締結する。  

（建築協定区域）  

第 5条  この 協 定の 建 築協 定 区 域は 、 神戸 市 ○○ 区 ○ ○町 ○ 丁目 の うち 、 別 図に ○ ○○ ○

建築協定区域として図示する区域とする。  

（建築協定区域隣接地）  

第 6条  この 協 定の 建 築協 定 区 域隣 接 地は 、 神戸 市 ○ ○区 ○ ○町 ○ 丁目 の う ち、 別 図に ○

○○○建築協定区域隣接地として図示する区域とする。  

（建築物の基準）  

第 7条  建 築 協 定 区 域 内 の 建 築 物 の 敷 地 ， 位 置 ， 構 造 ， 用 途 ， 形 態 ， 意 匠 及 び 建 築 設 備 は ，

次の各号に定める基準によらなければならない。  

(1)  

(2)  

 ：  

（運営委員会）  

第 8条  こ の 協 定 の 運 営 に 関 す る 事 項 を 処 理 す る た め ， ○ ○ ○ ○ 建 築 協 定 運 営 委 員 会 （ 以

下「委員会」という。）を設置する。  

２  委員会は、土地の所有者等の互選により選出される委員○名をもって組織する。  

３  委員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。  

４  補欠の委員の任期は，前任者の残存期間とする。  

（役員）  

第 9条  委員会に次の役員をおく。  

  委員長    １名  

 副委員長   ○名  

  会計     １名  

２  委員長は委員の互選により選出する。  

３  委員長は，委員会を代表し，協定運営の業務を統括する。  

４  副委員長及び会計は，委員の中から委員長が委嘱する。  

５  副委員長は，委員長を補佐し，委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは，こ

れを代理する。  

６  会計は，委員会の経理に関する事務を処理する。  

（経費の負担）  

第 10条  土地の所有者等は，委員会の運営に必要な経費を負担しなければならない。  

すべての地番を記載する必要はありません。 
「別図に図示する区域」としてください。 
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（委員会の細則）  

第 11条  こ の 協 定 に 規 定 す る も の の ほ か ， 委 員 会 の 組 織 ， 運 営 及 び 議 事 に 関 し て 必 要 な 事

項は，委員会が別に定める。  

（事前協議）  

第 12条  建 築 協 定 区 域 に お い て ， 建 築 物 の 建 築 ， 用 途 の 変 更 ， 修 繕 ， 模 様 替 え 等 の 行 為

（ 以 下 「 建 築 等 」 と い う 。） を 行 お う と す る 土 地 の 所 有 者 等 は ， 建 築 等 に 着 手 す る 前 に ，

当 該 建 築 等 が 第 7条 の 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と に つ い て ， 委 員 会 と 協 議 し ， そ の

承認を受けなければならない。なお、市又は指定確認検査機関の確認又は通知を要する

建築等については，確認の申請書又は計画の通知書を市又は指定確認検査機関に提出す

る前に，委員会の承認を受けなければならない。  

（権利の移転等の届出等）  

第 13条  土 地 の 所 有 者 等 は ， 土 地 の 所 有 権 又 は 建 築 物 の 所 有 を 目 的 と す る 地 上 権 若 し く は

賃借権の移転又は設定を行おうとするときは，あらかじめ，その旨を委員会に届け出る

とともに，当該移転又は設定を受けようとするものに対し，協定内容を知らせなければ

ならない。  

（協定違反があった場合の措置）  

第 14条  第 ７ 条 に 規 定 す る 基 準 に 違 反 し た 土 地 の 所 有 者 等 が あ っ た 場 合 は ， 委 員 長 は， 委

員会の決定に基づき，当該土地の所有者等に対して，当該違反行為の中止又は是正を請

求し，かつ，文書をもって相当の猶予期間内に当該違反行為を是正するための必要な措

置を取ることを請求するものとする。  

２  前項の請求があった場合，当該土地の所有者等は，遅滞なくこれに従わなければなら

ない。  

（裁判所への提訴）  

第 15条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て ， 当 該 土 地 の 所 有 者 等 が そ の

請求に従わないときは，委員長は，委員会の決定に基づき，その強制履行又は当該土地

の所有者等の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求するものとする。  

２  前項の裁判，強制履行等に要する費用は，当該土地の所有者等の負担とする。  

（協定の変更・廃止）  

第 16条  こ の 協 定 の 建 築 協 定 区 域 ， 建 築 物 に 関 す る 基 準 ， 有 効 期 間 又 は 協 定 違 反 が あ っ た

場合の措置を変更しようとするときは，土地の所有者等の全員の合意によらなければな

らない。  

２  この協定を廃止しようとするときは，土地の所有者等の過半数の合意によらなければ

ならない。  

（協定の有効期間）  

第 17条  この協定 の有効 期間は ，法第 73条第 1項の規 定 による神 戸市長 の認可 の日から 起算

して○年とする。  

２  この協定の違反者の措置に関しては，この協定は期間終了後もなお効力を有する。  

附  則  

１  こ の 協 定 は， 法 第 73条 第 1項の 規 定 に よる神 戸 市 長 の 認 可の あ った 日 か ら 効 力 を生 ず

る。  

２  この協定の発効の際，現に存する建築物又は現に建築等の工事中の建築物（以下「既

存建築物」という。）については，この協定の規定は適用しない。ただし，この協定の

発効 後 に既 存 建 築物 の 建築 等 を行 う 場 合は ， 当該 建 築等 に 係 る部 分 につ い ては こ の限

りでない。  

３  この協定書は３部作成し，２部を神戸市長に提出し，１部を委員会が保管し，その写

しを土地の所有者等の全員に配布する。   
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趣 意 書 

 

 

 

【例１】 

○○○○地区建築協定は○年○月○日に当初認可を受け○年○月

○日に更新を行いましたが、○年○月○日に○年の有効期限を迎える

ため、今後も良好な住環境の維持・増進を図るために建築協定の更新

を申請いたします。 

 

【例２】 

私たち○○○○地区の住民は○年○月○日に○○○○地区建築協

定を結び、同協定のもと、地域全体の良好な住環境を保持してまいりま

した。今回、同協定を締結（更新してから）○年が経過いたしましたが、

今後も○○○○地区の良好な住環境を守り育てていくために、建築協

定の更新を申請いたします。 

 

協定更新の目的・趣旨を 
記載してください。 
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協 定 事 項  

建 築 物 の （ 敷 地 ・ 位 置 ・ 用 途 ・ 構 造 ・ 形 態 ・ 意 匠 ・ 建 築 設

備）に関する基準  

 

【例】 

１．建築物は 1 区画に１戸建てとする。 

２．建築物の用途は戸建て専用住宅とする。 

３． 

４． 

 

協定で定めている 
「 建 築 物 に 関 す る 基
準」 
以外のものは二重線で

 
建築協定書の「建築物に
関する基準」を全てそのまま
記載してください。 
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様式第９号（第 10条関係）  

 代  表  者  証  明  書   

 ○年○月  ○日  

 

  建築協定地区名    地区建築協定の認可申請代表者である  

 （住        所）  

      神戸市○区○○町○番地○                              

 （氏名（法人にあっては，名称及び代表者名））  

     ○○ ○○      は，  

当該協定区域の土地の所有者等の代表者であることを証明します。  

 

   建築協定地区名     地区建築協定委員会  

 

 

      委員名        △△  △△（自署）             

      委員名        □□ □□（自署）                     

委員名                         

      委員名                        

      委員名                        

      委員名                        

      委員名                        

 

 

 

   

土地の所有者等２名以上の 
署名をお願いします。 
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 ○建築協定地区名位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定地区以外の周辺の状況（学校などの施設、 
駅など）がわかるものを含んだ地図に、建築協定地区の 
場所が分かるようにしてください 
 



10 

 

 

○建築協定地区名区域図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 

１  

1-2 

 ２   

2-1 

  3  

2-2 

4 

2-3 

  5  

3-1 

  6  

4-2 

  7  

4-3 

  8  

4-5 

  9  

 

           

10-1 

24 

10-2 

 26 

 7-1 

 14 

 6-2 

  13 

6-4 

  12 

6-5 

 11 

6-7 

  10 

  

10-4 

25 

10-3 

 27 

 7-2 

 15 

 

   

 
 7-3 

 16 

8-2 

17 

8-5 

  18 

8-6 

  19 

8-7 

 20 

8-10 

  21 

8-11 

  22 

 

12-2 

28 

12-4 

 29 

         

1－1 

１  

←  地番  

〔凡例〕  

←  区 域 図 番

 建築協定区域隣接地  建 築 協 定 区
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 建築協定地区名  地区建築協定合意書  
 
 
 
 

権  利  別  合  意  権  者  数  
 
全  協  定  者  数  54 名  

土地所有権者合意数  50 名  

建築物の所有を目的と

する借地権を有する者  

 

3 名  

法第 77条の規定による   

建  築  物  の  借  主  数  

    

1 名  

 
                  以下協定権利者の合意を権利関係証明の上  

提出いたします。  

 

① 

② 

③ 

④ 

（建築物の借主の地位）  
第 77 条  建築協定の目的となっている建築物に関する基準
が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定
については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。 

 

① ：②③④の合計  
② ：土地所有権者数の合計  
③： 土地の借地権者の合計  
④ ：建物の賃借者の合計  
 

合意書に記入された名前の 
人数をそれぞれお書きください。 
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権利者一覧表  
区域図  

番  号  

地  番  

(家屋番号) 

権利者  

氏名  

地積  

（㎡）  

不同

意者  

摘出  

（○不同意） 

１ １－１ 和渕  太郎  236.94 
 

 

２ １－２ 
高橋  一郎  

(Ｈ○ .○ .○死亡 ) 
179.34  

相続人 （妻 ） 

高橋京子合意  

３ １－３ 
中川  信二  

中川  美里  
200.86  

信二  １/２ 

美里  １/２ 

４ １－４ 山根  隆文  209.36 ○  

５ 

１－５ 

村川  肇  

村川  司  

村川  学  

209.71 

 

 

 

肇  ３/５ 

○司  １/５ 

○学  １/５ 

１－6 
村川  肇  

村川  司  
9.05  

肇  ３/５ 

○司  ２/５ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

271 20－10 鵜飼  徹  296.08   

272 20－11 鈴木  隆  197.00   

 計  58,001.28   

 

 

１区画で複数の筆に 
分かれている場合は 
並べて記入  
 

・登記事項要約書の所有者欄の持分を記入  
⇒共有持分の過半数の合意で可  
 （合意状況を記載すること） 
※1/2 の合意だけでは過半にならないため注意  
・本人死亡の場合、相続人による合意で可  
 （死亡事実、相続人続柄、氏名記載） 
 

合意区画の面積の合計  
（不合意区画の面積は
含まない） 
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（更新報告書  例）  

○年○月○日  

 

神 戸 市 長 様 

 

○○地区  

建築協定運営委員会委員長  

○○  ○○   

 

 

○○地区建築協定更新報告書  

 

 

○年○月○日付けで認可されました○○地区建築協定は、○年○月○日に

有効期間が終了しますが、本協定第○条の規定に基づき、土地の所有者等に

更新の意思表示を確認した結果、過半数の合意が得られ、さらに○年間継続

することになりましたので、下記資料とともに報告します。  

 

記  

 

添付資料  １．建築協定書  

 ２．区域図  

３．権利者一覧表  

４．合意書  

５．登記事項要約書  

  

  

以上  
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法務局  本局＜管轄区域：灘区・中央区・兵庫区＞  

 

【所在地】 

〒６５０－００４２ 

神戸市中央区波止場町１番１号  神戸第二地方合同庁舎  

 

【電話】 

０７８（３９２）０４６５  

※登記事項証明書 (不動産登記及び商業法人登記 )，地図の写し，印鑑証明

書等の交付，地番の照会等）についてのお問い合わせ 

０７８（３９２）１８２１(※登記簿等の公開に関する事務を除く） 

 

【アクセス】 

１ ＪＲ「三ノ宮」，阪急・阪神・地下鉄・神戸新交通「三宮」駅下車，徒歩15分  

２ ＪＲ・阪神「元町」駅下車，徒歩１５分  

３ 地下鉄「旧居留地・大丸前」駅下車，徒歩１０分  

 

ココ 
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法務局  東神戸出張所＜管轄区域：東灘区＞ 

 

【所在地】 

〒６５８－００２１ 

神戸市東灘区深江本町四丁目４番１号  

 

【電話】 

０７８（４５１）７９５７  

※登記事項証明書 (不動産登記及び商業法人登記 )，地図の写し，印鑑証明

書等の交付，地番の照会等）についてのお問い合わせ 

０７８（４５１）７９５５～６(※登記簿等の公開に関する事務を除く） 

 

【アクセス】 

阪神「深江」駅下車徒歩５分  
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法務局  須磨出張所＜管轄区域：須磨区・長田区・垂水区＞ 

 

【所在地】 

〒６５４－０１５４ 

神戸市須磨区中落合三丁目１番７号  

 

【電話】 

０７８（７９４）２５０２  

※登記事項証明書 (不動産登記及び商業法人登記 )，地図の写し，印鑑証明

書等の交付，地番の照会等）についてのお問い合わせ 

０７８（７９４）２０４５～６(※登記簿等の公開に関する事務を除く） 

 

【アクセス】 

神戸市営地下鉄「名谷」駅下車北出口から徒歩５分  
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法務局  明石支局＜管轄区域：西区＞ 

 

【所在地】 

〒６７３－０８９１ 

明石市大明石町二丁目４番２５号  

 

【電話】 

０７８（９１２）５５２１  

※登記事項証明書 (不動産登記及び商業法人登記 )，地図の写し，印鑑証明

書等の交付，地番の照会等）についてのお問い合わせ 

０７８（９１２）５５１１～２(※登記簿等の公開に関する事務を除く） 

 

【アクセス】 

１ ＪＲ「明石」駅または山陽電鉄「明石」駅下車徒歩１０分  

２ バス利用「明石郵便局前」下車徒歩５分  
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法務局  北出張所＜管轄区域：北区＞ 

 

【所在地】 

〒６５１－１１４５ 

神戸市北区惣山町一丁目７番地の１１ 

 

【電話】 

０７８（５９４）３３６３  

※登記事項証明書 (不動産登記及び商業法人登記 )，地図の写し，印鑑証明

書等の交付，地番の照会等）についてのお問い合わせ 

０７８（５９４）３３５１～２(※登記簿等の公開に関する事務を除く） 

 

【アクセス】 

神戸電鉄「北鈴蘭台」駅下車徒歩８分  
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